
町公共施設の一部開設について

　新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の期間
延長に伴い、町公共施設について休館・利用制限等を５月 31 日まで延長
しておりましたが、一部を下記のとおり開設いたしますのでお知らせいた
します。

秩父別町新型コロナウイルス感染症対策本部
（秩父別町総務課）

令和２年５月 15 日

 施設名  パークゴルフ場

 利用開始日  ５月 16 日（土）から

 利用に際して注意事項
 ５月 31 日までは、１組３人以下でラウンドす
 るようお願いします。

 施設名  陸上競技場、野球場

 利用開始日  ５月 16 日（土）から

 利用に際して注意事項
 当面は、各人の距離を空けて利用するようお
 願いします。

※各施設の利用についてのお問い合わせは町教育委員会（電話 33 － 2555）
までお願いします。


